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平成27年度事業計画書 

 

 

  平成26年度の競輪事業については、23年ぶりに売上は前年を上回ることが見込ま

れており、オートレース事業については、売上の下げ幅は小さくなってきているも

のの、引き続き厳しい状況にある。 

  平成27年度の競輪事業については、2020年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会開催を契機に、今後自転車競技への関心が高まることが予想されることから、

競輪活性化の機会と捉え、競輪の認知度を向上させるため「ＫＥＩＲＩＮ」がオリ

ンピック種目であることの継続的な周知を行いつつ売上浮揚を目指し、ガールズケ

イリンの開催形態等について新たに試行実施し、更なる認知向上に努めるとともに、

ナイター競輪やミッドナイト競輪などの開催数拡大により、新規お客様の獲得に努

めていくこととする。 

  オートレース事業については、取り巻く環境変化を踏まえた新たな事業体制の見

直しを行い、「当たる・分かる・楽しい」オートレースを確立し、積極的にお客様

へ広報するとともに、ナイター開催や場外発売等の時間的・場所的販売機会の拡大

とコスト削減を行うことにより、中・長期的に事業として成立つ仕組みを構築する。 

  補助事業については、限られた財源をより有効に活用し、地方自治体が施行する

競輪・オートレースの売上の一部を広く社会還元するため、補助方針に基づき、機

械工業の振興、社会福祉等公益増進並びに東日本大震災の被災地域の復興・再生に

取り組む活動に支援していくこととする。 

  競輪及び小型自動車競走振興法人、競輪競技実施法人及び競輪の情報システムに

関する事業の実施法人として、より一層の組織融合を図るとともに、諸規則及び諸

制度の統一化はもとより、今後も引き続き効率的な業務運営を図るべく組織機構の

見直し等の検討を進め、更なる合併効果の創出に努めていくこととする。 
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第１部 競輪収益による補助事業 

１．競輪収益による機械工業振興 

（１）補助方針 

   自転車競技法に基づく競輪振興法人として、競輪の収益を広く社会に還元し、

社会貢献を果たすため、地方自治体が施行する競輪の売上の一部により、機械工

業振興に対する補助を行う。 

   平成27年度の補助事業にあたっては、機械工業振興の分野において、これまで

取組んできた補助事業の成果・効果を踏まえ、「チャレンジ」「チェンジ」をキー

ワードに、さまざまな社会的課題を解決するため、「将来の社会的ニーズの先駆

的な取り組み」「新たな社会的課題に挑戦する取り組み」を積極的に支援する。 

   平成28年度の補助方針の策定にあたっては、機械工業振興補助事業審査・評価

委員会の議論を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルの一環である補助事業評価に基づき、

社会の変化やニーズを捉え、必要な見直しを行う。 

 

（２）機械工業振興補助事業の実施 

   「平成27年度補助方針（平成26年８月１日公示）」に基づき、交付決定される

機械工業振興事業を実施する。 

 

（３）機械工業振興補助事業審査・評価委員会 

  ① 機械工業振興補助事業審査・評価委員会 

    機械工業振興補助事業の審査・評価の実施にあたっては、学識経験者等から

構成される補助事業審査・評価委員会において、審査・採択の透明性の確保を

行うとともに、補助事業完了の評価を行う。 

 

  ② 研究補助研究部会 

    研究補助の審査をより適正・円滑に実施するため、機械工業振興審査・評価

委員会の一部の委員により構成される「研究補助研究部会」において、研究事

業の成果・波及の妥当性、事業の独自性及び事業発展の具体性等を中心とした

審査を行い、審査部会採否案を機械工業振興補助事業審査・評価委員会に附議

する。 

 

（４）機械工業振興補助事業に関する情報発信の強化 

   機械工業振興補助事業の社会的な認知向上を図り、より広く補助事業の応募を

促すため、多様なメディアを効果的に活用した情報発信の拡充を行う。 

   また、補助事業評価の一環として、完了した個々の補助事業の活動内容（事業
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成果）について、ホームページ等を活用し積極的に公開する。 

   なお、応募する補助事業者の利便性向上に努めるため、インターネット申請シ

ステムの機能改善を実施する。 

 

（５）機械工業振興補助事業の調査・評価 

   機械工業振興補助事業の一層の透明性・適正性を確保するため、補助事業の調

査・評価を下記のとおり実施する。 

  ① 補助事業完了後における調査及び補助金の額の確定 

    事業完了の報告があった補助事業について、「機械工業振興補助事業の補助

金の額の確定並びに補助事業により取得した物件の管理に関する調査要領」に

基づいて書面調査及び必要に応じて実地調査を行い、速やかに補助金の額を確

定する。 

    なお、補助事業の一部については、補助金の額の確定に際し外部監査法人を

活用した調査を実施する。 

 

  ② 補助事業の評価 

    補助事業者による自己評価、本財団によるＪＫＡ評価を基に、学識経験者等

から構成される機械工業振興補助事業審査・評価委員会において補助事業全体

の評価を行う。 

    また、補助事業の評価の一環として、完了した補助事業の活動内容や導入機

器等の利用状況を広く周知する。 

 

  ③ 補助事業審査・評価委員会評価作業部会 

    補助事業の評価に係る業務を効率的かつ効果的に行うため、評価に関する知

見を有する有識者による「補助事業審査・評価委員会評価作業部会」において、

評価スキームに基づき、ＪＫＡ補助事業の取り組みに関する評価を行い、作業

部会案を機械工業振興補助事業審査・評価委員会に附議する。 

 

 

２．競輪収益による公益事業振興 

（１）補助方針 

   自転車競技法に基づく競輪振興法人として、競輪の収益を広く社会に還元し、

社会貢献を果たすため、地方自治体が施行する競輪の売上の一部により、公益事

業振興に対する補助を行う。 

   平成27年度の補助事業にあたっては、公益事業振興の分野において、これまで
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取組んできた補助事業の成果・効果を踏まえ、「チャレンジ」「チェンジ」をキー

ワードに、さまざまな社会的課題を解決するため、「将来の社会的ニーズの先駆

的な取り組み」「新たな社会的課題に挑戦する取り組み」を積極的に支援する。 

   平成28年度の補助方針の策定にあたっては、公益事業振興補助事業審査・評価

委員会の議論を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルの一環である補助事業評価に基づき、

社会の変化やニーズを捉え、必要な見直しを行う。 

 

（２）公益事業振興補助事業の実施 

   「平成27年度補助方針（平成26年８月１日公示）」に基づき、交付決定される

公益事業振興事業を実施する。 

 

（３）公益事業振興補助事業審査・評価委員会 

  ① 公益事業振興補助事業審査・評価委員会 

    公益事業振興補助事業の審査・評価の実施にあたっては、学識経験者等から

構成される公益事業振興補助事業審査・評価委員会において、審査・採択の透

明性の確保を行うとともに、補助事業完了の評価を行う。 

 

  ② 東日本大震災復興支援事業審査部会 

    東日本大震災復興支援事業の審査をより適正・円滑に実施するため、現地の

実情や災害支援等の知見を有するＮＰＯ法人等の有識者により構成される「東

日本大震災復興支援事業審査部会」において、被災者・被災地のニーズに基づ

いた審査を行い、審査部会採否案を公益事業振興補助事業審査・評価委員会に

附議する。 

 

（４）公益事業振興補助事業に関する情報発信の強化 

   公益事業振興補助事業の社会的な認知向上を図り、より広く補助事業の応募を

促すため、多様なメディアを効果的に活用した情報発信の拡充を行う。 

   また、補助事業評価の一環として、完了した個々の補助事業の活動内容（事業

成果）について、ホームページ等を活用し積極的に公開する。 

   なお、応募する補助事業者の利便性向上に努めるため、インターネット申請シ

ステムの機能改善を実施する。 

 

（５）公益事業振興補助事業の調査・評価 

   公益事業振興補助事業の一層の透明性・適正性を確保するため、補助事業の調

査・評価を下記のとおり実施する。 
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  ① 補助事業完了後における調査及び補助金の額の確定 

    事業完了の報告があった補助事業について、「公益事業振興補助事業の補助

金の額の確定並びに補助事業により取得した物件の管理に関する調査要領」に

基づいて書面調査及び必要に応じて実地調査を行い、速やかに補助金の額を確

定する。 

    なお、補助事業の一部については、補助金の額の確定に際し外部監査法人を

活用した調査を実施する。 

 

  ② 補助事業の評価 

    補助事業者による自己評価、本財団によるＪＫＡ評価を基に、学識経験者等

から構成される公益事業振興補助事業審査・評価委員会において補助事業全体

の評価を行う。 

    また、補助事業の評価の一環として、完了した補助事業の活動内容や導入機

器等の利用状況を広く周知する。 

 

  ③ 補助事業審査・評価委員会評価作業部会 

    補助事業の評価に係る業務を効率的かつ効果的に行うため、評価に関する知

見を有する有識者による「補助事業審査・評価委員会評価作業部会」において、

評価スキームに基づき、ＪＫＡ補助事業の取り組みに関する評価を行い、作業

部会案を公益事業振興補助事業審査・評価委員会に附議する。 

 

 

 

第２部 競輪運営支援業務 

１．競輪の振興、国際化及び効率的な実施のための施策の調査研究、企画立案並びに

総合調整 

（１）魅力ある競走の提供 

  ① ＧＩＲＬ’Ｓ ＫＥＩＲＩＮ 

    ガールズケイリンが更に魅力ある競走となるよう新たな開催形態等につい

て試行実施し、今後の施策に反映する。 

    また、ガールズケイリンの認知度向上を図り、新たなお客様、特に若年者層

のファンを創出するため、競輪場内外でのイベントのほか、インターネットや

SNSを積極的に活用する。 

 

  ② ミッドナイト競輪及びモーニング競輪 
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    新たなお客様を獲得し、更なる認知度を向上と売上浮揚を図るため、引き続

き、ミッドナイト競輪及びモーニング競輪の実施拡大を図る。特に、開催日数

の増加を推進するために開催枠組みのあり方について検討を進める。 

 

  ③ 外国人選手のレース参加 

    短期登録選手制度により外国人選手が参加する競輪を実施するとともに、国

内で開催されるケイリン競技を中心とした自転車競技レースへの参加を含め、

競輪の活性化及び日本選手の競技力向上を図る。 

 

  ④ ＫＥＩＲＩＮ ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（ケイリン エボリューション） 

    オリンピック種目の「ＫＥＩＲＩＮ」競技をベースとした、ＫＥＩＲＩＮ Ｅ

ＶＯＬＵＴＩＯＮ（ケイリン エボリューション）について引き続き試行実施

するとともに、新しい事業モデルの調査研究を行う。 

 

（２）情報提供の充実と利便性の向上 

  ① 競輪事業システムに関する調整 

    現在稼働している車両情報システム及び関連システムに関する連絡・調整を

実施する。また、平成２８・２９年度に稼働が予定されている次期競輪事業シ

ステム（以下、「Ｎｅｘｔ－ＶＩＳ」という。）の構築に関し、関係者間の調整

を実施する。 

 

  ② ＫＥＩＲＩＮ.ＪＰの利便性の向上及び情報提供の拡充・データ活用 

    平成２９年度に稼働が予定されるＮｅｘｔ－ＶＩＳの一部である次期ＫＥ

ＩＲＩＮ．ＪＰでのサービス実施に向けて、売上浮揚とお客様の利便性向上に

つながるＷＥＢサービスの内容を検討する。また、競技情報配信における情報

提供の拡充、競技情報データの活用方法を検討する。 

 

（３）調査研究事業 

  ① 競輪開催最適化のための調査研究 

    売上が最大となるような開催日程のあり方、及び最適な開催枠組みについて

も調査研究を行う。 

    また、適正な開催日数や開催時間帯の拡大と弾力化について調査研究を行う。 

 

  ② 市場拡大のための調査研究 

    自転車人気をトラック競技にも波及させるため、競輪選手、ガールズケイリ
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ン選手の協力を得て、ロードレース等自転車イベントへの参加、競輪場・競技

場におけるイベントレースの開催等により自転車競技市場の調査研究を行う。 

 

  ③ 競輪活性化のための調査研究 

    東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機に、今後自転車競技

への関心が高まることが予想されることから、競輪活性化の機会と捉え、今後

の競輪の開催体系について調査研究を行う。 

 

（４）自転車競技者の裾野拡大 

  ① 自転車競技者層の拡大 

    ガールズサマーキャンプ等、競輪選手志望者の拡大及びジュニア層を含んだ

自転車競技者の裾野拡大の事業の推進を図る。 

    また、他競技のアスリートへの自転車競技ＰＲを行い、適性を考慮した他競

技からの参入を促す。 

 

  ② 世界を目指す選手の強化事業への協力 

    ＵＣＩ規格に準拠した屋内板張り250ｍトラック「伊豆ベロドローム」を活

用して行うオリンピック等国際大会に向けた選手強化、自転車競技の普及のた

めの事業に対し、公益財団法人日本自転車競技連盟や一般財団法人日本サイク

ルスポーツセンターと協力し、競技能力の向上や競技者の裾野拡大を目指す。 

 

（５）施行者等との連携強化 

   施行者の要望・要求に迅速に対応することができるよう諸問題や新規施策等に

ついて定期的に情報・意見交換を行うことで施行者との連携の強化を推進する。 

   また、韓国競輪を統括する団体であるソウルオリンピック記念国民体育振興公

団と連携し、韓国で開催される日韓競輪の開催に協力する。 

 

 

２．競輪その他自転車競技に関する広報宣伝 

（１）効果的かつ効率的な広報事業の展開 

  ① 各種メディアを活用したＰＲ 

    より多くの方に競輪の持つ様々な魅力を積極的にＰＲするため、有力な在京

地上波テレビ局に加え、視聴環境の変化に対応するためにＢＳ局等も活用し、

競輪に対する認知を拡大し、興味を喚起する。 

    また、競輪の車券購入のための情報提供ツールであるスポーツ紙等について



8 

 

は、お客様のニーズ及びコストを考慮しつつ更なる掲載量の拡大を目指し効果

的なＰＲを図っていく。 

 

  ② 特別競輪等の統一ＰＲ 

    特別競輪等ＰＲの統一化による広報宣伝効果の最大化を図り、もって売上浮

揚及び新たなお客様の獲得を図る。 

 

  ③ 新規施策の広報宣伝 

    新規施策の広報宣伝を行い、既存のお客様層の車券購入意欲を喚起するとと

もに、新たなお客様層の興味喚起を促進する。 

 

 

３．競輪の公正かつ円滑な実施に資する事業 

（１）審判員及び選手の検定及び登録並びに自転車の登録 

  ① 審判員の登録 

    審判員の検定、登録、登録更新及び登録の消除を行う。 

    また、知識及び経験等その能力に応じて級別の認定を行う。 

 

  ② 選手の登録 

    選手の検定、登録、登録更新及び登録の消除を行う。 

 

  ③ 自転車の登録 

    自転車の登録、登録更新及び登録の消除を行う。 

 

（２）検車員、先頭誘導選手及び自転車の部品の認定 

  ① 検車員の認定 

    検車員の認定及び認定の取消を行う。 

 

  ② 先頭誘導選手の認定 

    先頭誘導選手の認定及び認定の取消を行う。 

 

  ③ 自転車の部品の認定 

    自転車の部品の認定及び認定の取消を行う。 

 

（３）競輪の実施方法を定めることに関する事業 
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   競輪の実施方法の更なる改善研究を行い、競技の公正・円滑な実施を図る。 

 

（４）選手の出場あっせん及び級班の決定 

  ① 選手の出場あっせん 

    競輪に出場する選手のあっせんを行う。 

 

  ② 選手の級班の決定 

    選手の競走成績を審査期毎に審査し、級班を決定する。 

 

（５）開催執務員及び選手の養成及び訓練 

  ① 開催執務員の養成及び訓練 

   ア．養成 

     審判員になろうとする者に対して、専門的な知識・技能を修得させるため、

養成教育を行う。 

     また、検車員になろうとする者に対する養成教育を行う。 

 

   イ．訓練 

     審判員のうち基幹業務に携わろうとする者に対して、基幹審判員講習会を

行う。 

 

  ② 選手の養成及び訓練 

   ア．養成 

     品性、技能ともに優れた選手を養成するため、日本ナショナルチームのト

レーニング理論を踏まえた教育カリキュラムにより、第109回生徒及び第110

回生徒（女子第5回生徒）の養成を行う。 

     併せて、屋内板張り250ｍトラック「伊豆ベロドローム」も積極的に活用

する。 

 

   イ．訓練 

     競輪の公正確保と競技秩序の確立を図るため、競技規則の遵守とモラルの

向上を主眼として、全選手を対象とした教育指導を行う。 

     教育指導にあたっては、落車事故の防止について引き続き重点的に取り組

むとともに、近年発生している選手による重大な交通事故事例を踏まえた生

活全般についての指導、スポーツ界全体として注目されているアンチ・ドー

ピングについての啓発、フェイスブック及びツイッター等の情報発信の内容
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に関し注意喚起を行う。 

     また、公正安全な開催運営に寄与することを目的に、選手の果たすべき責

任と役割、関係諸規則の順守、適正走行の維持励行を共通指導事項とする一

般社団法人日本競輪選手会（以下「日競選」という。）が行う技能訓練、新

人教育訓練、特別指導訓練等の事業に対し助成を行うとともに、必要に応じ

て講師を派遣する。 

 

   ウ．生徒募集 

     競輪選手として将来的に有望な人材を確保するため、第111回生徒及び第

112回生徒（女子第６回生徒）の募集にあたっては、優秀な受験者が応募す

るよう日本競輪学校の紹介活動を拡大する。 

 

（６）選手の表彰 

   競走成績の優秀な選手及び功労のあった選手の表彰を行う。 

 

（７）事故防止と公正確保 

   競走上の公正安全確保を図る観点から、競走において落車を伴う失格行為等が

あった選手及び違反点数の累積が一定の基準に達した選手に対しては、出場あっ

せんをしない処置を講じる。 

   公正確保の観点から、競走及び競走外において不適正な行為があった選手に対

しては、必要な調査、情報収集を行い、登録消除、出場あっせん規制等の適切な

措置を講じる。 

 

（８）登録選手の身体検査 

   選手が、競輪競走に出場するために必要とされる身体機能及び健康状態を有し

ていることを確認し、競輪の公正かつ安全な実施を確保するため、全選手を対象

として年１回の身体検査を実施する。 

 

（９）ドーピング・コントロールへの取り組み 

   競輪に出場する選手の薬害からの保護及び競走の公正安全を期することを目

的として、世界アンチ・ドーピング機関が定める禁止表に基づく検査を積極的に

実施する。 

   また、スポーツ基本法においてアンチ・ドーピングの推進が国の責務と規定さ

れるなど、アンチ・ドーピングへの社会的要請が更なる高まりを見せるなか、同

法でも国との連携が言及される世界アンチ・ドーピング機関傘下の日本アンチ・



11 

 

ドーピング機構（JADA）への加盟に向けて、関係団体との調整を進める。 

 

（10）選手共済制度に対する助成 

   選手共済制度の円滑な実施を図るため、必要な助成を行う。 

   なお、今後の選手共済制度は自立した継続可能な制度となるよう、関係団体と

協議する。 

 

（11）競輪場、場外車券売場の施設に係る業務 

   「競輪に係る業務の方法に関する規程第152条」に基づき、競輪場及び場外車

券売場の実地調査を行い、競輪の公正又は安全を確保するため施設関係法令及び

通達との適合状況等について確認する。 

   また、所轄経済産業局が行う場外車券売場設置許可に対し協力を行うとともに、

場外車券売場の設置を検討する施行者等に対して、市場規模、集客性、収益性、

利便性、地域貢献、新しい市場開拓の可能性等について助言を行う。 

   さらに、既存の場外車券売場の現状について把握し、他の公営競技施設におけ

る車券発売等、適切な場外戦略の検討を行う。 

 

 

４．交付金の還付 

  平成26年度の競輪事業の収支が赤字であった施行者に対して、自転車競技法第17

条の規定に基づき交付金を還付する。 

 

 

５．その他競輪に関する事業 

  上記以外の競輪関係業務についても、必要に応じて適宜行う。 

 

 

 

第３部 小型自動車競走収益による補助事業 

１．小型自動車競走収益による機械工業振興 

（１）補助方針 

   小型自動車競走法に基づくオートレース振興法人として、オートレースの収益

を広く社会に還元し、社会貢献を果たすため、地方自治体が施行するオートレー

スの売上の一部により、機械工業振興に対する補助を行う。 

   平成27年度の補助事業にあたっては、機械工業振興の分野において、これまで
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取組んできた補助事業の成果・効果を踏まえ、「チャレンジ」「チェンジ」をキー

ワードに、さまざまな社会的課題を解決するため、「将来の社会的ニーズの先駆

的な取り組み」「新たな社会的課題に挑戦する取り組み」を積極的に支援する。 

   平成28年度の補助方針の策定にあたっては、機械工業振興補助事業審査・評価

委員会の議論を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルの一環である補助事業評価に基づき、

社会の変化やニーズを捉え、必要な見直しを行う。 

 

（２）機械工業振興補助事業の実施 

   「平成27年度補助方針（平成26年８月１日公示）」に基づき、交付決定される

機械工業振興事業を実施する。 

 

（３）機械工業振興補助事業審査・評価委員会 

  ① 機械工業振興補助事業審査・評価委員会 

    機械工業振興補助事業の審査・評価の実施にあたっては、学識経験者等から

構成される機械工業振興補助事業審査・評価委員会において、審査・採択の透

明性の確保を行うとともに、補助事業完了の評価を行う。 

 

  ② 研究補助研究部会 

    研究補助の審査をより迅速かつ適正に実施するため、機械工業振興審査・評

価委員会の一部の委員により構成される「研究補助研究部会」において、研究

事業の成果・波及の妥当性、事業の独自性及び事業発展の具体性等を中心とし

た審査を行い、審査部会採否案を機械工業振興補助事業審査・評価委員会に附

議する。 

 

（４）機械工業振興補助事業に関する情報発信の強化 

   機械工業振興補助事業の社会的な認知向上を図り、より広く補助事業の応募を

促すため、多様なメディアを効果的に活用した情報発信の拡充を行う。 

   また、補助事業評価の一環として、完了した個々の補助事業の活動内容（事業

成果）について、ホームページ等を活用し積極的に公開する。 

   なお、応募する補助事業者の利便性向上に努めるため、インターネット申請シ

ステムの機能改善を実施する。 

 

（５）機械工業振興補助事業の調査・評価 

   機械工業振興補助事業の一層の透明性・適正性を確保するため、補助事業の調

査・評価を下記のとおり実施する。 
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  ① 補助事業完了後における調査及び補助金の額の確定 

    事業完了の報告があった補助事業について、「機械工業振興補助事業の補助

金の額の確定並びに補助事業により取得した物件の管理に関する調査要領」に

基づいて書面調査及び必要に応じて実地調査を行い、速やかに補助金の額を確

定する。 

    なお、補助事業の一部については、補助金の額の確定に際し外部監査法人を

活用した調査を実施する。 

 

  ② 補助事業の評価 

    補助事業者による自己評価、本財団によるＪＫＡ評価を基に、学識経験者等

から構成される機械工業振興補助事業審査・評価委員会において補助事業全体

の評価を行う。 

    また、補助事業の評価の一環として、完了した補助事業の活動内容や導入機

器等の利用状況を広く周知する。 

 

  ③ 補助事業審査・評価委員会評価作業部会 

    補助事業の評価に係る業務を効率的かつ効果的に行うため、評価に関する知

見を有する有識者による「補助事業審査・評価委員会評価作業部会」において、

評価スキームに基づき、ＪＫＡ補助事業全体の取り組みに関する評価を行い、

作業部会案を機械工業振興補助事業審査・評価委員会に附議する。 

 

 

２．小型自動車競走収益による公益事業振興 

（１）補助方針 

   小型自動車競走法に基づくオートレース振興法人として、オートレースの収益

を広く社会に還元し、社会貢献を果たすため、地方自治体が施行するオートレー

スの売上の一部により、公益事業振興に対する補助を行う。 

   平成27年度の補助事業にあたっては、公益事業振興の分野において、これまで

取組んできた補助事業の成果・効果を踏まえ、「チャレンジ」「チェンジ」をキー

ワードに、さまざまな社会的課題を解決するため、「将来の社会的ニーズの先駆

的な取り組み」「新たな社会的課題に挑戦する取り組み」を積極的に支援する。 

   平成28年度の補助方針の策定にあたっては、公益事業振興補助事業審査・評価

委員会の議論を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルの一環である補助事業評価に基づき、

社会の変化やニーズを捉え、必要な見直しを行う。 
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（２）補助事業の実施 

   「平成27年度補助方針（平成26年８月１日公示）」に基づき、交付決定される

公益事業振興事業を実施する。 

 

（３）公益事業振興補助事業審査・評価委員会 

  ① 公益事業振興補助事業審査・評価委員会 

    公益事業振興補助事業の審査・評価の実施にあたっては、学識経験者等から

構成される公益事業振興補助事業審査・評価委員会において、審査・採択の透

明性の確保を行うとともに、補助事業完了の評価を行う。 

 

  ② 東日本大震災復興支援事業審査部会 

    東日本大震災復興支援事業の審査をより適正・円滑に実施するため、現地の

実情や災害支援等の知見を有するＮＰＯ法人等の有識者による「東日本大震災

復興支援事業審査部会」において、被災者・被災地のニーズに基づいた審査を

行い、審査部会採否案を公益事業振興補助事業審査・評価委員会に附議する。 

 

（４）公益事業振興補助事業に関する情報発信の強化 

   公益事業振興補助事業の社会的な認知向上を図り、より広く補助事業の応募を

促すため、多様なメディアを効果的に活用した情報発信の拡充を行う。 

   また、補助事業評価の一環として、完了した個々の補助事業の活動内容（事業

成果）について、ホームページ等を活用し積極的に公開する。 

   なお、応募する補助事業者の利便性向上に努めるため、インターネット申請シ

ステムの機能改善を実施する。 

 

（５）公益事業振興補助事業の調査・評価 

   公益事業振興補助事業の一層の透明性・適正性を確保するため、補助事業の調

査・評価を下記のとおり実施する。 

  ① 補助事業完了後における調査及び補助金の額の確定 

    事業完了の報告があった補助事業について、「公益事業振興補助事業の補助

金の額の確定並びに補助事業により取得した物件の管理に関する調査要領」に

基づいて書面調査及び必要に応じて実地調査を行い、速やかに補助金の額を確

定する。 

    なお、補助事業の一部については、補助金の額の確定に際し外部監査法人を

活用した調査を実施する。 
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  ② 補助事業の評価 

    補助事業者による自己評価、本財団によるＪＫＡ評価を基に、学識経験者等

から構成される公益事業振興補助事業審査・評価委員会において補助事業全体

の評価を行う。 

    また、補助事業の評価の一環として、完了した補助事業の活動内容や導入機

器等の利用状況を広く周知する。 

 

  ③ 補助事業審査・評価委員会評価作業部会 

    補助事業の評価に係る業務を効率的かつ効果的に行うため、評価に関する知

見を有する有識者による「補助事業審査・評価委員会評価作業部会」において、

評価スキームに基づき、ＪＫＡ補助事業の取り組みに関する評価を行い、作業

部会案を補助事業審査・評価委員会に附議する。 

 

 

 

第４部 小型自動車競走運営支援事業 

１．オートレースの振興及び効率的な実施のための施策の調査研究、企画立案並びに

総合調整 

（１）魅力ある競走の提供 

  ① グレードレースの魅力向上 

    売上全体に占める割合の高いグレードレースの活性化を図ることを主眼に、

より充実した内容の競走を提供するためグレードレースのあり方について見

直し（選考基準・勝ち上がり基準等）を行う。 

    また、ＳＧ・ＧⅠと比較しあっせんにおいて裁量範囲のあるＧⅡレースにお

いて趣向を凝らした内容での競走の提供を行う。 

 

  ② 興趣ある企画レースの実施 

    お客様より好評を得ている期別対抗戦、地区対抗戦、１，２級車混合戦を含

めたＳ級選手２級車戦、オールＡ級戦、Ａ・Ｂ級ツイントーナメント戦、前日

と同番組で実施するリベンジ戦等の開催及び売上の検証結果を踏まえ購買意

欲を高める新しい企画レースを実施する。 

 

  ③ ナイター期の開催運営体制の検討 

    ナイター開催場の拡大に向け、周辺環境対策の調査研究を行う。 

    また、グレードレースの前後に他レース場の昼間又はナイターを開催する
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「組み合わせ開催」を今年度も継続して実施し、お客様にはグレードレースと

同日に開催する普通開催も楽しんで頂くとともに開催の効率化を図る。 

 

（２）情報提供の充実と利便性の向上 

  ① 車券購入の利便性向上 

    電話投票の売上向上及び活性化を図るため、民間ポータルサイトを活用した

車券発売とあわせて、ＡＵＴＯＲＡＣＥ．ＪＰでの電話・ネット投票会員の加

入及び利用促進を図るほか、車券購入の興趣を高める情報提供の拡充を行うこ

とにより、利便性の向上を図る。 

    また、ＩＣカード、タブレット端末を利用した車券発売システムの導入につ

いても検討を行う。 

 

  ② オートレース中継映像の配信及び放送の実施 

    お客様に高画質映像を楽しんで頂くために各場のレース映像をＨＤ（高精密）

画像で場間場外発売を行う他場へ配信するほか、ＣＳ放送、ＣＡＴＶ、ＷＥＢ

でのレース放送を行う。 

 

  ③ 場外車券売場の設置推進 

    発売拠点の脆弱さを克服し、売上増に資するため、更なる場外車券売場を設

置する。 

    設置にあたっては、施行者と連携をとりつつ、収益性、利便性等を勘案して

他の公営競技施設等との相互における車券販売、小規模な場外車券売場の設置

に向けた取り組みを積極的に推進する。 

 

（３）調査研究事業 

  ① 経営環境の変化に対応した事業体制の見直し 

    今後のオートレース事業の経営環境変化に対応した、新たな事業体制の見直

しを行い、中・長期的にオートレース事業が成立つ仕組みを構築する。 

 

  ② 顧客ニーズを商品・販売戦略に活かすための調査研究 

    お客様の意見や動向を把握するため「モニター＆サポーター制度」を創設す

るほか、施行者等関係団体と連携をとりつつ各場で行う「ファンミーティング」

の結果からお客様のニーズを把握し、「当たる・分かる・楽しい」オートレー

スの確立に向けた商品・販売戦略の調査研究を行う。 
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  ③ 新しい競走車の開発研究等 

    オートレース開催時における公正・安全なオートレースの実施に加え、場の

周辺環境対策をより一層進めるためにエンジンを含めた競走車の総合的な開

発研究についてオートレースエンジン研究部会等において検討を行うととも

に、新たにナイター開催に対応できる消音効果の高いマフラーの開発・実用化

を加速させる。 

    また、市販車ベースの二輪車及び四輪カートを使用したレースの実施に向け

た開発研究を行う。 

 

 

２．オートレースに関する広報宣伝 

（１）効果的かつ効率的な広報事業の展開 

  ① 新たなお客様の獲得とファンサービスの実施 

    新たなお客様の獲得・定着を図るため、誰でも簡単に楽しめるオートレース

の魅力をＰＲする。 

    また、モータースポーツとしてのオートレースの健全なイメージを醸成する

広報活動を多面的に展開する。 

    さらに、既存のお客様に対するファンサービスを実施し、オートレースファ

ンとして定着していだけるようサービスの向上に努める。 

 

  ② 情報提供の充実 

    オフィシャルサイト・携帯サイト（スマートフォンサイト含む）において、

お客様の興趣を高める競技情報、各種キャンペーンの告知その他の配信に努め

るほか、動画サイト等既存インフラを活用した映像その他の情報提供に努める。 

    また、ＳＮＳの利用頻度の高い若年層にオートレースの様々な情報を提供し

オートレース認知度の更なる向上を図る。 

  

  ③ 選手を活用したイメージアップ 

    オートレース選手を幅広くメディアに露出し、オートレースの話題性を高め、

魅力をアピールすることにより、オートレースのイメージアップ及び認知度の

向上を図る。 

    併せて、主力選手や話題の選手を取り上げた映像コンテンツを制作し、ＣＳ

放送、ＷＥＢ、ソーシャルメディア上で露出して、オートレースのイメージア

ップを図る。 
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（２）各場の活性化に資するＰＲ 

   各場活性化プロジェクトチームを中心に、各場の売上・入場者の増加・顧客満

足度のアップに資する広報事業を実施し、施行者・民間事業者等をサポートする

とともに、定期的に情報・意見交換を行い効果的な施策についてノウハウを蓄積

し、関係者間で情報を共有し活用する。 

 

 

３．オートレースの公正かつ円滑な実施に資する事業 

（１）審判員及び選手の検定及び登録並びに競走車の登録 

  ① 審判員の登録 

    審判員の検定、登録、登録更新及び登録の消除を行う。 

 

  ② 選手の登録 

    選手の検定、登録、登録更新及び登録の消除を行う。 

 

  ③ 競走車の登録 

    競走車の登録、登録更新及び登録の消除を行う。 

 

（２）競走車の部品の認定 

   競走車の部品の認定及び認定の取消を行う。 

 

（３）オートレースの実施方法を定めることに関する事業 

   オートレースの実施方法の更なる改善研究のため、開催業務部門別の諸会議を

実施するとともに、競走実施法人との連絡体制の強化により、開催現場の実情把

握に努め、競技の公正・円滑な実施を図る。 

 

（４）選手の出場あっせん及び級別の決定 

  ① 選手の出場あっせん 

    オートレースに出場する選手のあっせんを行う。 

 

  ② 選手の級別の決定 

    選手の競走成績を級別審査期間毎に審査し、級別を決定する。 

 

（５）審判員及び選手の養成及び訓練等 

  ① 審判員の養成及び訓練等 
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   ア．養成 

     審判員になろうとする者に対して、専門的な知識・技能を修得させるため、

養成教育を行う。 

 

   イ．訓練 

     登録審判員各々が関係法規及び要領を習熟し、業務の方法の再確認を行い、

その資質向上を図るために必要な地方訓練を実施し、競走の公正安全の確保

に努める。 

 

   ウ．審判員の交流及び審判判定研修会 

     注目度の高いＳＧ開催において、他場の審判長を派遣し、統一審判団を結

成・執務させることにより、迅速かつ的確な判定を下すとともに全場の判定

統一を図り、お客様からの更なる信頼の向上に努める。 

     また、審判実務の向上を主眼として、審判実務担当者を対象とした審判員

判定研修会を適宜実施することで、判定の統一に向けた取組みを図る。 

 

  ② 選手の養成及び訓練 

   ア．養成 

     次期養成再開に向けて、選手募集及び養成計画策定の調整を行う。 

 

   イ．訓練 

     競走の公正安全確保を図るため、一般社団法人全日本オートレース選手会

役員を対象とした選手指導者中央訓練及びロッカー所在場ごとに登録選手

を対象とした地方訓練を実施する。 

     また、事故防止の対策強化を図るため、競走場ごとに事故防止対策特別訓

練を実施する。 

 

（６）選手の表彰 

   競走成績の優秀な選手及び功労のあった選手の表彰を行う。 

 

（７）事故防止と公正確保 

   競走の公正安全かつ円滑な実施を確保するため、本財団及び関係団体が実施す

る各種訓練を通じて事故防止の徹底強化を図る。 

   また、競走中の重大事故が発生した際には、事故再発防止委員会等において、

事故の原因究明と再発防止策について検討を行い、安全対策に万全を期す。 
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   公正確保の観点から、競走及び競走外において不適正な行為があった選手に対

しては、必要な調査、情報収集を行い、登録消除、出場あっせん規制等の適切な

措置を講じる。 

 

（８）選手共済制度に対する助成 

   選手共済制度の円滑な実施を図るため、必要な助成を行う。 

 

（９）小型自動車競走場、場外車券売場の施設に係る業務 

   「小型自動車競走に係る業務の方法に関する規程第126条」に基づき、小型自

動車競走場及び場外車券売場の実地調査を行い、小型自動車競走の公正又は安全

を確保するため施設関係法令及び通達との適合状況等について確認する。 

   また、所轄経済産業局が行う場外車券売場設置許可に対し協力を行う。 

 

 

４．交付金の還付 

  平成26年度の小型自動車競走事業の収支が赤字であった施行者に対して、小型自

動車競走法第21条の規定に基づき交付金を還付する。 

 

 

５．その他オートレースに関する事業 

  上記以外のオートレース関係業務についても、必要に応じて適宜行う。 

 

 

 

第５部 自転車競技法に基づく競輪の競技実施事業 

１．競輪競技運営事業 

  競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その

他の競輪の競技に関する事務を以下により公正、安全かつ円滑に実施する。また、

当該事務に関するお客様からの要望に応えるために常に研鑽を重ね、全国の競輪場

において統一的な運営の下に、魅力のある競輪競走の提供に努める。 

 

（１）競輪の競技の実施に関する事務及び執務の方針 

  ① 番組編成 

    選手の能力や特性等を把握し、興趣に富んだ番組の提供に努める。 
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  ② 検車 

    競走に使用する自転車について、厳正な検査を行い、競走の公正安全の確保

に努める。 

 

  ③ 選手管理 

    出場選手を保護管理し、適正な出場条件を確保して、競走の公正安全の確保

に努める。 

 

  ④ 審判 

    厳正に自転車競走競技規則を適用し、正確かつ、迅速に業務を遂行して、競

走の公正安全の確保に努める。 

 

  平成27年度における競輪場別・競輪施行者別・開催予定回数は別表１のとおりで

ある。うち、特別競輪等の実施は別表２のとおりである。 

 

（２）競輪の公正を確保するために必要な附帯業務 

  ① 職員の研修等 

   ア．職員及びその他の開催執務員一人一人が関係法規及び要領を習熟し、業務

の方法の再確認を行い、その資質の向上を図るために必要な研修会を実施す

る。 

     また、ＧⅠを始めとする特別競輪等の開催前に審判長を集め特別研修を実

施するとともに、開催競輪場においては全審判長を対象とした交流研修会を

３回に分けて実施することで、お客様、選手及び競輪施行者からの更なる信

頼の向上に努める。 

 

   イ．職員に競輪の振興法人たる本財団その他関係団体が主催する研修会及び講

習会等を受講させ、職員個々の専門知識及び技能の向上を図る。 

 

  ② 業務の連絡調整及び改善研究等 

   ア．業務連絡会議において、次に掲げる事項等に関して調整及び改善研究等を

行うものとする。 

    ・ 番組編成・検車・選手管理及び審判の事務の実施方法等の統一性の保持 

    ・ 番組編成・検車・選手管理及び審判の事務を適正にして効率的に実施す

るための方法及びその実施体制のあり方 

    ・ その他の一般事務の効率化・統一化・合理化の更なる推進 
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   イ．競輪の制度等の改善・研究等に関しては、次により競輪関係団体との連絡

調整を図る。 

    ・ 競輪関係団体との緊密な連携に努め、競技実施法人として、番組編成・

検車・選手管理・審判及びその他の制度設計等に積極的に参画するととも

に、競輪最高会議の決定に関与し、決定事項の実現に努める。 

    ・ 競輪の制度等を掌る諸会議等に積極的に参画するとともに、競輪のお客

様の要望を的確に捉えて、迅速に必要な改善に取り組む。 

    ・ 競輪開催時における競輪の実施に関する事務を行うための機器の改良及

び導入に併せた執務体制を研究、検討する。 

 

  ③ 競輪選手に関する業務及び競輪選手に対する指導 

   ア．日競選との意思の疎通を図り、相互理解の下、円滑に競輪を実施するため

に必要な協力体制を確保するために連絡会議等を実施する。 

 

   イ．日競選が競輪選手に対して行う競輪選手としての資質及び技能の向上・健

康管理及び適正な選手生活のあり方等の指導・教育を目的とした研修・訓練

会等に講師の派遣その他の協力を行う。 

 

 

２．競輪開催事業 

  競輪競技運営事業と有機的に関連し、競輪事業において必要不可欠な競輪開催事

務を適正に実施する。 

 

（１）車券発売等業務 

   競輪施行者から委託された車券の発売等に関する事務を関係法令及び本財団

の業務規程等（以下、「法令及び規程等」という。）に基づき適正に実施する。 

 

（２）競輪開催宣伝業務 

   競輪施行者から委託された競輪の開催に係る宣伝に関する事務を法令及び規

程等に基づき適正に実施する。 

 

（３）競輪場等場内整理業務 

   競輪施行者から委託された入場者の整理その他競輪場内の整理に関する事務

を法令及び規程等に基づき適正に実施する。 
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   競輪場内の警備を委託された競輪場においては自衛警備隊を組織して置き、所

轄の警察署その他の関係機関と緊密な連携を保ち、不法及び迷惑行為の防止並び

に暴力団の入場禁止及び退場措置等を講じて競輪場内の秩序維持と競走の安全

を確保する。 

 

（４）前各号以外の競輪事業に附帯する業務 

   競輪事業の経営の効率化に寄与するために競輪施行者の行う開催事務の支援

を行うとともに、競輪施行者から競輪開催に附帯する競輪場等における式典・イ

ベント・その他の事務を受託し、適正かつ円滑に実施する。 

 

  平成27年度における(1)から(4)までに掲げる事務の競輪場別・競輪施行者別・受

託業務内容は別表１のとおりである。 

 

（５）競輪関係団体等が行う競輪関係事業への支援業務 

  ① 公益社団法人全国競輪施行者協議会 

    競輪開催に伴う競輪選手参加旅費の支払事務代行業務並びに選手拠点駅及

び選手最寄駅に関する登録等管理事務の代行業務 

 

  ② 一般財団法人全国競輪選手共済会 

    競輪開催において発生した選手の傷病等の災害補償等に関する事務 

 

  ③ 日競選 

    各競輪場における選手の日競選会費の徴収及び送金に関する事務 

 

  ④ 競輪に関する報道への協力 

    報道機関との連携を密にし、本財団が競技実施法人として発信できる競輪に

関する情報等の提供など競輪の広報に努める。 
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別表１（自転車競技法に基づく競輪の競技実施事業）  

競輪場 競輪施行者名 

開催予定回数 
競輪競技

運営事業 

競輪開催事業 

通常 

(回数) 

目的

(回数) 

車券発売

等事業 

競輪開催

宣伝事業 

競輪場等

整理事業 

その他の競

輪附帯事業 

函館 函館市 13  一括受託 一部受託    

青森 青森市 *１14  一括受託 一部受託    

いわき平 いわき市 12  一括受託 一部受託  一部受託  

京王閣 東京都十一市競輪事業組合 12  一括受託 一部受託  一部受託  

立川 立川市 12  一括受託 一部受託  一部受託 一部受託 

大宮 埼玉県 12  一括受託 一部受託    

西武園 埼玉県 12  一括受託 一部受託    

前橋 前橋市 *212  一括受託 一部受託    

宇都宮 宇都宮市 12  一括受託 一部受託    

取手 
茨城県 11  一括受託 一部受託    

取手市 1  一括受託 一部受託    

弥彦 弥彦村 12  一括受託 一部受託    

静岡 静岡市 12  一括受託 一部受託    

伊東温泉 伊東市 12  一括受託 一部受託    

小田原 小田原市 12  一括受託 一部受託  一部受託 一部受託 

平塚 平塚市 12  一括受託 一部受託  一部受託 一部受託 

川崎 川崎市 12  一括受託 一部受託    

千葉 千葉市 12  一括受託 一部受託    

松戸 松戸市 12  一括受託 一部受託   一部受託 

豊橋 豊橋市 12  一括受託 一部受託  一部受託  

名古屋 名古屋競輪組合 12  一括受託 一部受託  一部受託  

大垣 大垣市 12  一括受託 一部受託  一部受託  

岐阜 岐阜市 12  一括受託 一部受託  一部受託  

四日市 四日市市 12  一括受託 一部受託    

松阪 松阪市 12  一括受託 一部受託    

富山 富山市 12  一括受託 一部受託    

福井 福井市 12  一括受託 一部受託 一部受託 一部受託 一部受託 

京都向日町 京都府 12  一括受託 一部受託  一部受託 一部受託 

岸和田 岸和田市 12  一括受託 一部受託  一部受託  

奈良 奈良県 *312  一括受託 一部受託  一部受託 一部受託 
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和歌山 和歌山県 12  一括受託 一部受託  一部受託  

玉野 玉野市 *412  一括受託 一部受託    

広島 広島市 12  一括受託 一部受託  一部受託  

防府 防府市 *512  一括受託 一部受託    

小松島 小松島市 12  一括受託 一部受託    

高松 高松市 *612  一括受託 一部受託    

松山 松山市 12  一括受託 一部受託    

高知 
高知市 *712  一括受託 一部受託    

（高松市） (1)  (一括受託)     

小倉 

北九州市 *820  一括受託 包括受託 

（奈良県） (2)  (一括受託) (包括受託) 

（玉野市） (1)  (一括受託) (包括受託) 

（防府市） (2)  (一括受託) (包括受託) 

（武雄市） (2)  (一括受託) (包括受託) 

（熊本市） (1)  (一括受託) (包括受託) 

久留米 久留米市 12  一括受託 一部受託    

武雄 武雄市 *912  一括受託 一部受託    

佐世保 佐世保市 *1012  一括受託 一部受託    

熊本 熊本市 *1113  一括受託 一部受託   一部受託 

別府 別府市 13  一括受託 一部受託   一部受託 

計 529       

＊1 青森市については上記開催回数にミッドナイト競輪開催６回（予定）を含む。 

＊2 前橋市については上記開催回数にミッドナイト競輪開催４回（予定）を含む。 

＊3 奈良県については上記開催回数にミッドナイト競輪開催２回（予定）を含む。（小倉競輪場で開催） 

＊4 玉野市については上記開催回数にミッドナイト競輪開催３回（予定）を含む。 

     （玉野競輪場で２回、小倉競輪場で１回開催） 

＊5 防府市については上記開催回数にミッドナイト競輪開催２回（予定）を含む。（小倉競輪場で開催） 

＊6 高松市については上記開催回数にミッドナイト競輪開催１回（予定）を含む。（高知競輪場で開催） 

＊7 高知市については上記開催回数にミッドナイト競輪開催４回（予定）を含む。 

＊8 北九州市については上記開催回数にミッドナイト競輪開催８回（予定）を含む。 

＊9 武雄市については上記開催回数にミッドナイト競輪開催２回（予定）を含む。（小倉競輪場で開催） 

＊10 佐世保市については上記開催回数にミッドナイト競輪開催３回（予定）を含む。 

＊11 熊本市については上記開催回数にミッドナイト競輪開催１回（予定）を含む。（小倉競輪場で開催） 
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別表２（特別競輪等の実施） 

特別競輪等の名称 開催競輪場 開催日程 

第３１回共同通信社杯 防府競輪場 ４月２６日～ ４月２９日 

第６６回高松宮記念杯競輪 岸和田競輪場 ６月１８日～ ６月２１日 

第２４回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント 弥彦競輪場 ７月１７日～ ７月２０日 

第１１回サマーナイトフェスティバル 函館競輪場 ８月２１日～ ８月２３日 

第５８回オールスター競輪 松戸競輪場 ９月１９日～ ９月２３日 

第５７回朝日新聞社杯競輪祭 小倉競輪場 １１月２０日～１１月２３日 

ヤンググランプリ２０１５ 
京王閣競輪場 

１２月２９日 

ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０１５ １２月３０日 

第３１回読売新聞社杯全日本選抜競輪 久留米競輪場 ２月１１日～ ２月１４日 

第６９回日本選手権競輪 名古屋競輪場 ３月 ８日～ ３月１３日 

 

http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/raceprogram?KCD=74&KST=20070913
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第６部 競輪の公正かつ安全な開催運営及び発展に貢献する車両情報システムの安

定かつ安全な運用管理及び開発事業 

１．システムの安全な運用管理 

（１）システムの安定運用 

   システム障害の発生時を想定して、サービス復旧を短時間で行えるよう、訓練

の充実を図るとともに、障害の未然防止の観点からシステムの定期点検を実施す

る。 

   システム障害発生時においては、ＳＥサポート会社等と協力し、迅速な復旧対

応を図るとともに、当該事案についての改善策を策定する。 

   また、一斉同報システムを使用し、拠点との情報共有と連絡体制を一層強化す

る。 

 

（２）システムの安全確保 

   個人情報やシステムのセキュリティ確保のため、内外問わずアクセス管理やセ

キュリティチェックを定期的に実施する。 

   また、今後稼働するシステムに対し、本番稼働前の受入試験を実施し耐障害性

を高めると共に、必要に応じて拠点運用者への教育訓練を実施する。 

 

 

２．システムの研究開発 

  Ｎｅｘｔ－ＶＩＳについては、システム運用のあり方も含めてシステムの最適化

を狙い、安定運用、柔軟性・利便性の向上、運用負荷の低減、リプレースコストの

削減を実現するＮｅｘｔ－ＶＩＳ中長期計画に基づき、次期システム構築に向けた

開発を実施する。 

 

（１）Ｎｅｘｔ－ＶＩＳの開発 

   Ｎｅｘｔ－ＶＩＳの開発に当たっては、関係団体、開発メーカー等と緊密に連

携し、それぞれの開発工程を遅滞なく着実に進めるとともに、平成28年4月に予

定している一次稼働（投票集計管理システム）を円滑に行うため、全体接続試験

の実施等、諸準備に万全を期す。 

 

（２）システム開発工程の管理 

   Ｎｅｘｔ－ＶＩＳの開発工程管理については、平成26年度に続き、外部有識者

による監査を適宜実施する等、徹底した開発工程の進捗管理に努める。 
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第７部 自転車競技スポ－ツの普及及び振興に関する事業 

１．自転車競技者層の底辺拡大及び技能向上 

  国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とす

る、自転車競技スポ－ツの普及及び振興を図る事業を実施するとともに、各都道府

県の自転車競技団体等が、自転車競技者の日ごろの訓練の成果の確認と新たな目標

設定を創出する機会として実施する自転車競技大会及びその他の関連事業に後援

及び助成を行い、自転車競技者層の底辺拡大及び技能向上に寄与する。 

 

 

２．名城自転車天国事業 

  名古屋市名城公園内サイクリングコ－スにおいて性別、年齢、目的及び自転車競

技経験の有無を問わず、幼児からシニア世代までの幅広い年代の者に自転車を貸出

し、安全な環境の中での自転車の利用を通じて一般市民の健康増進・体力向上に寄

与する。 

 

 

 

第８部 本財団の目的を達成するために必要な事業 

１．不動産賃貸事業 

  本財団の目的を達成するために、本財団が所有する土地及び建物の資産を有効に

活用する事業を行う。また、新たな土地及び建物活用方法について研究する。 

 

 

２．組織機能の強化 

  競輪及びオートレース事業の振興を図り更なる組織の見直しを行い、統合効果を

最大限に活かした効率的な業務運営を目指して、組織内の重複部門の合理化を進め、

適正な人員配置を行うとともに、諸規程及び諸制度の統一化を進める。 

 

 

３．事業の効率化 

  契約の競争性、透明性をさらに向上させ、事業のより一層の効率化に取り組む。 

 

 

４．事業の適正化 

  事業の適正性を確保するため、所要の監査を行う。 
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５．ガバナンスの強化 

  平成23年６月の産業構造審議会車両競技分科会「競輪事業のあり方検討小委員会」

の提言を踏まえ、最高意思決定機関である競輪最高会議における決定事項に関する

事業等について、迅速に対応・実施する。 

  オートレース事業においても、小型自動車競走運営協議会における事業                 

の健全化、売上拡大に関する決定事項等について、迅速に対応・実施する。 

 

 

 

 


